
自立を目指す若者へ低廉な家賃で県営住宅を提供します



３か月
(延長は3ヶ月単位とし、必要に応じて最長2年間まで延長可。)

令和８年４月１日 ～令和９年３月３１日 ※令和８年度も実施予定

①就労サポート機関※1の支援を受けて就職した方
②不安定な就労状態※2にあり、ハローワークのあっせんによる公共職業訓練または求職者支援訓練

を受けて就職した方
③「感動！ふくしま」プロジェクト県内企業体験ツアー参加後、県内企業へ就職(内定含む)した方
※1 就労サポート機関：ふるさと福島就職情報センター、福島わかものハローワーク、郡山わかもの支援コーナー

ハローワーク福島ミドルエールコーナー、ハローワーク郡山ミドルエールコーナー、ふくしま生活・就職応援センター
地域若者サポートステーション、県社会福祉協議会内の生活自立サポートセンターが実施する就労準備支援
市役所及び市社会福祉協議会が実施する就労準備支援

※2 不安定な就労状態：パート、アルバイト、無職等


